
船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年８月２４日 ０１時２０分ごろ 

発生場所 京都府宮津市無双
む そ う

ケ
が

鼻
はな

東方沖 

 宮津黒埼灯台から真方位１４１°２.９海里付近 

 （概位 北緯３５°３３.６′ 東経１３５°１７.５′） 

事故の概要  セメント運搬船PRILLY
プ ラ イリ ー

は、錨泊中、走錨して定置網に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年８月２９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

セメント運搬船 PRILLY（インドネシア共和国籍）、２,６３０トン 

 ８８１６３６４（ＩＭＯ番号）、PT.PELAYARAN ANDALAS BAHTERA 

BARUNA 

 乗組員等に関する情報 船長（インドネシア共和国籍）、船長免状（インドネシア共和国発

給） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船尾部外板に擦過傷 

定置網 ロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 １１、視界 不良 

海象：波高 約３ｍ 

 宮津市には、８月２３日１５時５９分に暴風警報が発表され、本事

故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか１５人（全員インドネシア共和国籍）が乗り組

み、京都府舞鶴市舞鶴港に入港予定であったが、台風第２０号が接近

していたので、船舶代理店の助言もあって同港西方の栗
くん

田
だ

湾で錨泊す

ることとし、平成３０年８月２３日１７時３５分ごろ同湾の水深約３

４ｍの水域に両舷錨を投じ、左舷の錨鎖を６節、右舷の錨鎖を４節と

して錨泊を開始した。 

 本船は、船長が、守錨当直を始め、２４日００時３０分ごろ風速が

２０m/s を越えるようになったのを認め、機関をスタンバイとし、航

海士にレーダーで船位を確認させていたが、海上保安庁から国際ＶＨ

Ｆ無線電話で走錨している旨を知らされ、走錨していることに気付

き、直ちに機関を前進として走錨を止めたものの、定置網に乗り揚げ

た。 

分析  本船は、台風第２０号が接近して暴風警報が発表された状況下、左

舷の錨鎖を６節、右舷の錨鎖を４節延出して錨泊を続けていたことか

ら、係駐力を上回る外力を受けて走錨し、機関を前進として走錨を止

めたものの、定置網に乗り揚げたものと考えられる。 



原因  本事故は、本船が、台風第２０号が接近して暴風警報が発表された

状況下、左舷の錨鎖を６節、右舷の錨鎖を４節延出して錨泊を続けて

いたため、係駐力を上回る外力を受けて走錨し、機関を前進として走

錨を止めたものの、定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊方法は、双錨泊を基本とし、錨鎖を十分に延出して錨及び錨

鎖で係駐力を確保すること。 

 ・船長は、急速に変化する風向及び風速に応じて出力の調整を的確

に実施しながら継続的に機関を使用すること。 

 


